
「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４

号）の訂正について 

 

No. 該当箇所 訂正前 訂正後 

１ p.４ 

13 行目 

イ ＬＩＦＥへの提出情報に

ついて 

科学的介護推進体制加算

(Ⅰ)については、施設におけ

る入所者全員について、別紙

様式２（科学的介護推進に関

する評価（施設サービス））

にある「評価日」、「前回評価

日」、「障害高齢者の日常生活

自立度又は認知症高齢者の

日常生活自立度」、「総論（Ａ

ＤＬ及び在宅復帰の有無等

に限る。）」、「口腔・栄養」及

び「認知症（必須項目に限

る。）」の各項目に係る情報

を、やむを得ない場合を除

き、すべて提出すること。ま

た、「総論（既往歴、服薬情

報及び同居家族等に限る）」

及び「認知症（任意項目に限

る。）」に係る情報について

も、必要に応じて提出するこ

とが望ましいこと。 

科学的介護推進体制加算

(Ⅱ)については、施設におけ

る入所者全員について、科学

的介護推進体制加算(Ⅰ)で

必須とされる情報に加え、

「総論（既往歴及び同居家族

等に限る。）」に係る情報を、

やむを得ない場合を除き、す

イ ＬＩＦＥへの提出情報に

ついて 

科学的介護推進体制加算

(Ⅰ)については、施設におけ

る入所者全員について、別紙

様式２（科学的介護推進に関

する評価（施設サービス））

にある「評価日」、「前回評価

日」、「障害高齢者の日常生活

自立度又は認知症高齢者の

日常生活自立度」、「総論（Ａ

ＤＬに限る。）」、「口腔・栄養」

及び「認知症（必須項目に限

る。）」の各項目に係る情報

を、やむを得ない場合を除

き、すべて提出すること。ま

た、「総論（既往歴、服薬情

報、同居家族等及び在宅復帰

の有無等に限る。）」及び「認

知症（任意項目に限る。）」に

係る情報についても、必要に

応じて提出することが望ま

しいこと。 

科学的介護推進体制加算

(Ⅱ)については、施設におけ

る入所者全員について、科学

的介護推進体制加算(Ⅰ)で

必須とされる情報に加え、

「総論（既往歴及び同居家族

等に限る。）」に係る情報を、

やむを得ない場合を除き、す



べて提出すること。また、「総

論（服薬情報に限る。）」及び

「認知症（任意項目に限

る。）」に係る情報について

も、必要に応じて提出するこ

とが望ましいこと。 

べて提出すること。また、「総

論（服薬情報及び在宅復帰の

有無等に限る。）」及び「認知

症（任意項目に限る。）」に係

る情報についても、必要に応

じて提出することが望まし

いこと。 

２ p.５ 

３行目 

イ ＬＩＦＥへの提出情報に

ついて 

科学的介護推進体制加算

(Ⅰ)については、施設におけ

る入所者全員について、別紙

様式２（科学的介護推進に関

する評価（施設サービス））

にある「評価日」、「前回評価

日」、「障害高齢者の日常生活

自立度又は認知症高齢者の

日常生活自立度」、「総論（Ａ

ＤＬ及び在宅復帰の有無等

に限る。）」、「口腔・栄養」及

び「認知症（必須項目に限

る。）」の各項目に係る情報

を、やむを得ない場合を除

き、すべて提出すること。ま

た、「総論（既往歴、服薬情

報及び同居家族等に限る。）」

及び「認知症（任意項目に限

る。）」に係る情報について

も、必要に応じて提出するこ

とが望ましいこと。 

科学的介護推進体制加算

(Ⅱ)については、施設におけ

る入所者全員について、科学

的介護推進体制加算(Ⅰ)で

必須とされる情報に加え、

「総論（既往歴、服薬情報及

イ ＬＩＦＥへの提出情報に

ついて 

科学的介護推進体制加算

(Ⅰ)については、施設におけ

る入所者全員について、別紙

様式２（科学的介護推進に関

する評価（施設サービス））

にある「評価日」、「前回評価

日」、「障害高齢者の日常生活

自立度又は認知症高齢者の

日常生活自立度」、「総論（Ａ

ＤＬに限る。）」、「口腔・栄養」

及び「認知症（必須項目に限

る。）」の各項目に係る情報

を、やむを得ない場合を除

き、すべて提出すること。ま

た、「総論（既往歴、服薬情

報、同居家族等及び在宅復帰

の有無等に限る。）」及び「認

知症（任意項目に限る。）」に

係る情報についても、必要に

応じて提出することが望ま

しいこと。 

科学的介護推進体制加算

(Ⅱ)については、施設におけ

る入所者全員について、科学

的介護推進体制加算(Ⅰ)で

必須とされる情報に加え、

「総論（既往歴、服薬情報及



び同居家族等に限る。）」に係

る情報を、やむを得ない場合

を除き、すべて提出するこ

と。また、「認知症（任意項

目に限る。）」に係る情報につ

いても、必要に応じて提出す

ることが望ましいこと。 

び同居家族等に限る。）」に係

る情報を、やむを得ない場合

を除き、すべて提出するこ

と。また、「総論（在宅復帰

の有無等に限る。）」及び「認

知症（任意項目に限る。）」に

係る情報についても、必要に

応じて提出することが望ま

しいこと。 

３ p.６ 

16 行目 

ア 「リハビリテーション・個

別機能訓練、栄養管理及び口

腔管理の実施に関する基本

的な考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示につ

いて」（令和３年３月 16日老

振発 0316 第３号、老老発

0316 第２号）別紙様式３－

３（個別機能訓練計画書）に

ある「評価日」、「職種」、「Ａ

ＤＬ」、「ＩＡＤＬ」及び「起

居動作」並びに別紙様式３に

ある「作成日」、「前回作成

日」、「初回作成日」、「障害高

齢者の日常生活自立度又は

認知症高齢者の日常生活自

立度」、「健康状態・経過（病

名及び合併疾患・コントロー

ル状態に限る。）」、「個別機能

訓練の目標」及び「個別機能

訓練項目（プログラム内容、

留意点、頻度及び時間に限

る。）」の各項目に係る情報を

すべて提出すること。 

ア 「リハビリテーション・個

別機能訓練、栄養管理及び口

腔管理の実施に関する基本

的な考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示につ

いて」（令和３年３月 16日老

振発 0316 第３号、老老発

0316 第２号）別紙様式３－

２（生活機能チェックシー

ト）にある「評価日」、「職種」、

「ＡＤＬ」、「ＩＡＤＬ」及び

「起居動作」並びに別紙様式

３－３（個別機能訓練計画

書）にある「作成日」、「前回

作成日」、「初回作成日」、「障

害高齢者の日常生活自立度

又は認知症高齢者の日常生

活自立度」、「健康状態・経過

（病名及び合併疾患・コント

ロール状態に限る。）」、「個別

機能訓練の目標」及び「個別

機能訓練項目（プログラム内

容、留意点、頻度及び時間に

限る。）」の各項目に係る情報

をすべて提出すること。 

 

  




